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市
営
住
宅
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
開
発
指
導
課　
住
宅
係
（
内
線
５
４
０
１
）

▼
入
居
資
格

①
現
在
住
宅
に
困
っ
て
い
る
持
ち
家
の
な
い
方

②
市
内
に
お
住
ま
い
か
、
お
勤
め
の
方

③
同
居
す
る
親
族
が
い
る
方

※
単
身
の
場
合
は
、
満
60
歳
以
上
の
方
や
身

体
障
が
い
者
（
１
～
４
級
）
な
ど
の
方
に
限

り
申
し
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

⑤
収
入
基
準
に
あ
て
は
ま
る
方

⑥
暴
力
団
員
で
な
い
方

⑦
ペ
ッ
ト
不
可
な
ど
諸
条
件
あ
り

▼
募
集
戸
数
＝
2
戸（
秋
葉
山
住
宅
１
階
２
戸
）

▼
場
所
・
間
取
り
＝
狸
穴
１
０
７
２
‐
４
、

　
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

▼
家
賃
＝
所
得
と
家
族
構
成
に
よ
り
決
定

▼
入
居
開
始
予
定
日
＝ 

11
月
１
日
㈪

▼
選
考
方
法
＝
所
得
の
状
況
、
住
宅
に
困
っ

　
て
い
る
度
合
い
な
ど
を
判
断
基
準
に
選
考

▼
申
込
方
法
＝
８
月
13
日
㈮
午
後
５
時
ま
で

　
に
申
込
書
を
開
発
指
導
課
ま
で
持
参

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

手続き・申請

市
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
を
追
加
で
受
付

問 

伊
奈
庁
舎
財
政
課
（
内
線
２
２
０
５
）

　
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
業
務
委
託
お

よ
び
物
品
納
入
な
ど
の
競
争
入
札
へ
参
加
を

希
望
す
る
方
の
「
入
札
参
加
資
格
申
請
」
の

追
加
受
付
を
行
い
ま
す
。

▼
受
付
期
間
＝
８
月
２
日
㈪
～
８
月
27
日
㈮

　
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
申
請
書
・
添
付
書
類
な
ど
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

▼
登
録
期
間
＝
10
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３

　
月
31
日
ま
で

▼
申
請
方
法
＝
郵
送
の
み

【
申
請
先
お
よ
び
お
問
い
合
わ
せ
】

〒
３
０
０
‐
２
３
９
５　
つ
く
ば
み
ら
い
市

　
福
田
１
９
５

　
総
務
部　
財
政
課　
契
約
検
査
係

手続き・申請

市
民
協
働
推
進
委
員
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
地
域
推
進
課
（
内
線
１
３
０
２
）

　
市
で
は
、
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
、「
市
民
協
働
推
進
委
員
会
」

の
委
員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数
＝
２
人
以
内

▼
任
期
＝
２
年
間

▼
内
容
＝
協
働
の
推
進
環
境
づ
く
り
や
取
組

　
状
況
の
評
価
に
関
す
る
こ
と

▼
応
募
資
格
＝
市
民
協
働
の
推
進
に
関
心
の

　
あ
る
18
歳
以
上
の
市
内
在
住
の
方

▼
応
募
方
法
＝
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

　
載
し
、
地
域
推
進
課
へ
直
接
持
参
ま
た
は

　
郵
送
も
し
く
は
メ
ー
ル
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
伊
奈
庁
舎
地
域
推
進
課
に

用
意
し
て
い
ま
す
。（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

○
受
付
期
限
＝
８
月
24
日
㈫

※
郵
送
は
当
日
消
印
有
効

○
選
考
結
果
＝
９
月
下
旬
ま
で
に
、
応
募
者

　
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】
伊
奈
庁
舎
地
域
推
進
課

Ｆ
Ａ
Ｘ　
０
２
９
７
‐
58
‐
５
６
１
１

✉chiiki01@
city.tsukubam

irai.lg.jp

募　集

特
別
児
童
扶
養
手
当
「
所
得
状
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

問 

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課
（
内
線
４
１
０
２
）

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
、
所
得
限
度
額
超
過
に
よ
り
支
給
停
止
中

の
方
が
、受
給
資
格
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、

毎
年「
所
得
状
況
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
受
給
者
の
方
に
は
、
所
得
状
況
届
書
を
同

封
し
た
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
提
出
が
な
い

と
、
手
当
の
支
給
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
る
の

で
、
忘
れ
ず
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
手
当
額
＝
１
級　
５
２
５
０
０
円

　
２
級　
３
４
９
７
０
円

▼
提
出
期
間
＝
8
月
2
日
㈪
～
8
月
31
日
㈫

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

▼
提
出
場
所
＝
伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

▼
持
参
す
る
も
の
＝
ご
自
宅
に
届
い
た
通
知

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
手
当
は
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
・

中
度
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
、

家
庭
で
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、
も
し
く

は
父
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
方
が
受
け

ら
れ
る
手
当
で
す
。
な
お
、
対
象
と
思
わ
れ
る

児
童
を
監
護
し
て
い
て
、
ま
だ
申
請
し
て
い
な

い
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

子育て

10


